
令和７年度都区財政調整について 
 

令和７年度 都区財政調整方針 

 
令和７年度の都区財政調整については、下記により行うものとする。 

 
記 

 
第一 都区間の配分割合等の変更 
 
 都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組みで

ある。 
 都と特別区は、大都市東京を共に支えるパートナーであり、都は、鉄道・道路ネット 
ワークなどのインフラ整備、無電柱化の推進や調節池等の整備による強靭化、産業力 
の強化、ゼロエミッションに向けた先進的な取組など、ハード・ソフト両面において 
東京の都市基盤や国際競争力を向上させる施策を行い、特別区は、住民を身近で支え 
るきめ細かいサービスにより、東京における地域生活を充実させる施策を行うことで、 
もって東京の持続的発展を実現していく。 
都区の緊密な連携のもと、東京が新たなステージへと歩みを進めるに当たり、今後、 

令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、いつ起こるとも知れない首都直下地震等に対 
し、備えを充実させていく。 
児童相談所の運営に関する都区の連携・協力については、引き続き円滑に進めてい 

く。 
 こうした点を踏まえ、特別区の配分割合を 56％とし、併せて、災害対応経費等に充
当される特別交付金の割合を６％に変更する。 
 本合意は、安定的に都区財政調整制度を運営し、東京の未来を共に創り上げるため
の合意であり、今後この合意のもと、都区の連携・協力を一層進めていく。 
 
第二 基準財政収入額 
 
１ 基準財政収入額は、各特別区の財政力を合理的に測定する趣旨を踏まえながら、
過去の実績に基づく標準算定を行う。 

２ 算定に当たっては、社会経済及び税制改正の動向、国税の状況等を考慮しつつ、
標準徴収率により算定する。 

 
第三 基準財政需要額 
 
１ 基準財政需要額は、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができ
るよう、合理的かつ適正な方法により標準算定を行う。 

２ 特別区における行財政の実態を踏まえ、算定方法を見直すとともに、各測定単 
位における数値の増減、国・都の方針による増減等を見込むものとする。 

 
第四 今後の措置 
  
 １ 本方針に基づき、都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の

一部を改正する条例案及び予算案を令和７年第一回東京都議会定例会に付議する
ものとする。 

２ 区別の算定は、令和７年度測定単位の数値の確認を待って行う。 
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令和７年度 都区財政調整の概要について 

 

１ 交付金の総額                   【対前年度当初】 
 
 （１）調整税等            ２兆３，１１５億円（５.６％増） 
 
 （２）交付金の総額          １兆２，９８３億円（６.８％増） 
   （調整税等×５６％＋精算額） 
 
     ・普通交付金（９４％相当）   １兆２，２０４億円（５.６％増） 
 

・特別交付金（６％相当）              ７７９億円（２８.１％増） 
 

２ 基準財政収入額                      １兆５，０９７億円（９.２％増） 
 
３ 基準財政需要額                      ２兆７，３０１億円（７.６％増） 
 
（１）経常的経費                      ２兆１，８５０億円（１４.３％増） 

 
（２）投資的経費                          ５，４５１億円（１２.８％減） 

 
《新規算定等の主な項目》 
新規算定 

○ 能登半島地震を踏まえた災害対応力強化経費 
○ 学校給食費保護者負担軽減事業費 
〇 予防接種費（新型コロナウイルス） など 

算定改善等 
○ 子ども医療費助成事業費 

 ○ 勤勉手当支給に伴う会計年度任用職員経費の単価の見直し 
○ 投資的経費の見直し（建築工事）  など 

その他 
○  公共施設改築工事費の臨時的算定 

 
４ 普通交付金所要額                     １兆２，２０４億円（５.６％増） 
  ※ 普通交付金所要額＝基準財政需要額－基準財政収入額 
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令和６年度 都区財政調整再調整方針 
 

令和６年度の都区財政調整については、令和６年度都区財政調整決定方針（令和６

年８月６日決定）に基づき区別算定が行われたが、その後の調整税等の動向を踏まえ、

下記により再調整を行うものとする。 
 

記 

 
 
第一 交付金の総額 
 
令和６年度東京都一般会計予算において、調整税等が増額補正されることに伴い、

交付金の総額を増額するものとする。 
 
第二 基準財政需要額 
 
次の事項に係る経費について、追加算定するものとする。 
１ 公共施設ＬＥＤ灯切替事業費 
２ 児童手当給付事業費 
３ 私立保育所施設型給付費等 
４ 国民健康保険事業助成費（出産育児一時金） 
５ 予防接種費（ＢＣＧ） 
６ 予防接種助成事業費（男性ＨＰＶ） 
７ 予防接種助成事業費（小児インフルエンザ） 
８ 予防接種費（新型コロナウイルス） 
９ 商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分）） 
10 学校給食費保護者負担軽減事業費 
11 標準給等の見直し 
12 勤勉手当支給に伴う会計年度任用職員経費の単価の見直し 
13 首都直下地震等に対する防災・減災対策としての公共施設改築経費 
14 義務教育施設の新築・増築等経費の起債充当除外 

 
第三 今後の措置 
 
１ 令和６年度都区財政調整の再調整に関し、令和６年度分の都及び特別区並びに

特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案及び補正予算案を令和７年第一回

東京都議会定例会に付議するものとする。 
２ 区別の算定は、上記条例の公布及び補正予算の成立を待って行う。 
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令和６年度 都区財政調整再調整の概要について 

 

１ 普通交付金の再調整額                     ７１１億円 

 

（１）当初算定残額                        ２９４億円 

 

（２）税収増による普通交付金の増                               ４１７億円 

（税収増による特別交付金の増                               ２２億円） 

 

２ 再調整の内容                                                ７１１億円 

 

（１）普通交付金所要額                                         ７０１億円 

 

【再調整の主な項目】 

勤勉手当支給に伴う会計年度任用職員経費の単価の見直し            １６９億円 

学校給食費保護者負担軽減事業費                                  １３３億円 

商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分））       ４９億円 

予防接種費（新型コロナウイルス）                                  ３４億円 

 

（２）特別交付金への加算                                         １０億円 

 

３ 再調整後の交付金の総額                              １兆２，５９９億円 

 

（１）普通交付金                                       １兆１，９５９億円 

 

（２）特別交付金                                               ６４０億円 
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